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令和２年 第３０回東温市農業委員会議事録 

 

１．開催日時 令和２年１月９日（木） 午前９時３０分～ 

 

２．開催場所 東温市役所 ４階 大会議室 

 

３．出席委員（１６人） 

 

４．欠席委員（３人） 

 

５．議事録署名人の指名について（２人） 

 

６. 議案日程 

  議案第 ３８号 農地法第３条の許可申請について            （２件） 

  議案第 ３９号 農地法第５条第１項の許可申請について         （１件） 

  議案第 ４０号 農業振興地域整備計画の変更に係る意見について      （１件）

議案第 ４１号 農地法第３条第２項第５号に定める別段の面積の 

見直しについて                    （１件） 

   

７. 農業委員会事務局職員（４人） 
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８．会議の概要 

○事務局長 

一同、礼。只今から第３０回東温市農業委員会を開会いたします。本日の農業委員の

出席は、農業委員総数１９名中１６名です。〇〇委員さん、〇〇委員さん、〇〇委員さ

んが欠席となっております。定足数を超えておりますので、農業委員会等に関する法律

第２７条第３項の規定に基づき、総会が成立していることをご報告いたします。開会に

あたり会長よりご挨拶を頂きます。 

 

○会長 

 皆さん、新年あけましておめでとうございます。新しい年を迎えて、最初の委員会と

いう事ですが、皆さんにおかれましては、つつがなく新年を迎えられたと思っておりま

す。今年もよろしくお願いします。なお、本日は、〇〇推進委員さんが傍聴人として参

加してくれています。それでは審議に入りたいと思います。宜しくお願い致します。 

 

○事務局長 

  ありがとうございました。では、審議進行を会長よりしていただきます。よろしくお

願いいたします。 

 

○議長（会長） 

議事録署名人の指名についてですが、本日は、〇〇番 〇〇委員さん、〇〇番 〇〇

委員さん、よろしくお願いします。さっそくですが、議案審議に入ったらと思います。

本日は５件議案が上がっておりますが、まず議案第３８号、農地法第３条の許可申請に

ついて、事務局より説明願います。 

 

○事務局 

  議案第３８号、農地法第３条の許可申請について。 

１番 譲渡人 〇〇 〇〇さん。譲受人 〇〇 〇〇。土地は、〇〇、畑、〇〇㎡で

す。譲受人の耕作等の状況は、権利内容は所有権移転・売買です。作付作物はキウイフ

ルーツ。主な農機具の保有状況は、軽トラック、動力噴霧器、草刈機、運搬車です。労

働力は常時２人。耕作面積はございません。周辺農業経営への影響は、特に支障なしと

いうことです。〇〇さんにつきましては、農地所有適格法人の申請がありましたので、

要件の適否について、定款や計画書の書類等を確認しております。〇〇さんは昨年１２

月に設置された法人であります。主な事業内容は、農作物の生産及び販売です。農作物

はキウイフルーツの新品種、サンゴールドを大規模生産するとの事です。構成員は３名

です。代表取締役が〇〇さんです。農地所有適格法人の要件は、３つあります。１つ目

は、構成員の半数が農業者である事ですが、３名中２名が農業者である為、満たしてお

ります。２つ目が、役員の１人以上が、農業に年間１５０日以上従事することですが、

役員の２名が１５０日以上従事するとの事で、満たしております。３つ目が、収入の過

半が農業関連事業の収入であるという事ですが、キウイフルーツの販売が収入の過半を

占めるという事で、必要な要件を満たしています。この為、農地所有適格法人であると
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判断しております。〇〇さんにつきましては、東温市では新規就農という事で、１２月

１９日午前８時３５分から〇〇委員さんにもご同席頂きまして、面接を実施しています。

別紙１をご覧ください。農地法第３条第２項該当の有無について確認をしております。

第１号、不耕作目的、効率的に利用しない場合の権利取得の禁止ですが、キウイフルー

ツの大規模栽培を目的としており、農業に従事する者は以前より東温市で栽培を行って

いることから、既に必要な知識，技術を習得済みである。また、軽トラック、動力噴霧

器、草刈機、運搬車など、栽培に必要な機械を保有している。第２号、農地所有適格法

人以外の法人による権利取得の禁止ですが、農地所有適格法人ということで、農地所有

適格法人以外の法人による権利取得ではありません。第３号、信託の引受けの禁止です

が、該当ありません。第４号、農作業に常時従事しない場合の権利取得の禁止ですが、

農地所有適格法人として行い、常時２人が従事します。第５号、下限面積の制限ですが、

取得見込面積が、畑、１１，０２２㎡ですので、要件を満たしております。第６号、所

有権以外の権原に基づいて耕作又は養畜の事業を行う土地の転貸又は質入れの禁止です

が、転貸するものではありません。第７号、農地の集団化、農作業の効率化その他周辺

の地域における農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を

生ずるおそれがある場合の権利取得の禁止ですが、東温市の果樹を中心とする農業の維

持・発展に貢献することを基本的方針としており、農道、水路等の維持管理作業や農業

の維持発展に関する話し合い活動にも参加する。また、県外のモデル園や、品種開発国

であるニュージーランドなどの研修にも参加し、新たな技術を習得していく、というこ

とです。農地法第３条第２項各号不許可要件ですが、いずれにも該当しない為、許可要

件はすべて満たしていると考えております。以上です。 

 

○議長（会長） 

  この件につきまして、地元、〇〇委員さんお願いします。 

 

○委員 〇〇委員 

  譲渡人の〇〇さんは、〇〇歳と高齢の方です。地図３ページをご覧下さい。場所は〇

〇の南側です。ごく最近までみかんを栽培しておりまして、非常によく管理されている

農地であります。この方は高齢であり、みかんの管理もこれ以上は難しいため、農地を

手放したいということで、JA の指導員の紹介で売買となりました。〇〇さんは、果樹試

験場の場長もされておりまして、技術も知識も習得しております。また、果樹部会の中

のキウイフルーツの会長もしております。これからも農地を拡大していきたいとのこと

なので、良い農地があれば紹介してあげてください。以上です。ご審議よろしくお願い

します。 

 

○議長（会長） 

  只今、〇〇委員さんから説明がありましたが、この件につきまして、何か、ご意見や

ご質問はありませんか。 

（   意見 ・ 質問   なし   ） 

無いようでしたら、採決を行います。承認される方の挙手を求めます。 
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（   全員挙手   ） 

全員挙手で、承認いたします。続きまして２番お願いします。 

 

○事務局 

２番 譲渡人 〇〇 〇〇さん。譲受人 〇〇 〇〇さん。土地は、〇〇、田、〇〇

㎡です。権利内容は所有権移転の売買です。作付作物は米・季節野菜です。主な農機具

の保有状況は、耕うん機、田植機、コンバイン、軽トラックです。労働力は常時２人と

いうことで、本人、妻が耕作します。耕作面積は、６，４９９㎡。周辺農業経営への影

響は、特に支障なしということで、農地法第３条第２項各号には該当しない為、許可要

件は全て満たしていると思います。以上です。 

 

○議長（会長） 

  この件につきましては、地元、〇〇委員さんですが、本日、欠席しておりますので、

事務局よりお願いします。 

 

○事務局 

  〇〇さんは〇〇歳と高齢であり、以前より農地を手放したいと不動産業者へ相談をし

ておりましたが、この度、〇〇に住んでいる〇〇さんが、農地を拡大したいという事で

売買が成立いたしました。現地確認の結果、現在も畑は耕作されておりますので、特に

問題は無いかと思われます。ご審議よろしくお願いします。 

 

○議長（会長） 

只今、事務局から説明がありましたが、この件につきまして、何か、ご意見やご質問

はありませんか。 

（   意見 ・ 質問   なし   ） 

無いようでしたら、採決を行います。承認される方の挙手を求めます。 

（   全員挙手   ） 

全員挙手で、承認いたします。続きまして議案第３９号、農地法第５条第１項の許可

申請についてお願いします。 

 

○事務局 

議案第３９号、農地法第５条第１項の許可申請について。 

３番 譲渡人 〇〇 〇〇さん。譲受人 〇〇 〇〇さん。土地は、〇〇、田、〇〇

㎡です。都市計画区域は都市計画区域外。農地区分は第１種農地ということで、おおむ

ね１０ha 以上の規模の一団の農地の区分内にある農地という理由から第１種農地と判

断されます。農用地区域は農用地区域外。転用目的は露天駐車場。権利内容は所有権移

転です。開発許可は不要です。令和元年１０月９日、第２７回農業委員会で除外意見決

定をしております。以上です。 

 

○議長（会長） 
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  この件につきましては、地元、〇〇委員さんお願いします。 

 

○委員 〇〇委員 

地図５ページをご覧下さい。〇〇に隣接している農地です。大型貨物車の駐車スペー

スが手狭となったことによる、露天駐車場への変更の所有権移転です。１０月の委員会

で除外申請の承認を受けております。その後も変更はありません。特に問題はないと思

います。ご審議よろしくお願いします。 

 

○議長（会長） 

只今、〇〇委員さんから説明がありましたが、この件につきまして、何か、ご意見や

ご質問はありませんか。 

（   意見 ・ 質問   なし   ） 

無いようでしたら、採決を行います。承認される方の挙手を求めます。 

（   全員挙手   ） 

全員挙手で、承認いたします。続きまして、議案４０号、農業振興地域整備計画の変

更に係る意見についてお願いします。この議案は、〇〇委員の議案ですので、退席をお

願い致します。 

（   〇〇議員退席   ） 

○事務局 

議案４０号、農業振興地域整備計画の変更に係る意見について、農用地区域からの除

外です。 

４番 所有者 〇〇 〇〇さん、申出者 〇〇 〇〇さん。土地は〇〇、畑、〇〇㎡

です。都市計画区域は都市計画区域外。農地区分は第２種農地ということで、他のどの

基準にも該当しない農地という理由から第２種農地と判断されます。転用目的は進入路

です。開発許可は不要。転用許可は必要です。以上です。 

 

○議長（会長） 

  この件につきましては、〇〇委員さんお願いします。 

 

○委員 〇〇委員 

地図６ページをご覧下さい。〇〇線、〇〇から〇〇まで、これは市道を抜いた時の残

地かと思われます。現地で立会させて頂きましたが、山沿いの〇〇㎡の畑ということで、

なかなか使い辛い土地でした。ここから山の方に道が上がっておりますが、その先を〇

〇さんが資材置き場として利用しております。入口が急こう配であり、〇〇の方からは

角度的に入れないようで、こちらの入口を拡げたいとの事でした。現地を見る限りやむ

を得ないかと思われます。ご審議よろしくお願いします。 

 

○議長（会長） 

只今、〇〇委員さんから説明がありましたが、この件につきまして、何か、ご意見や

ご質問はありませんか。 
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（   意見 ・ 質問   なし   ） 

無いようでしたら、採決を行います。承認される方の挙手を求めます。 

（   全員挙手   ） 

全員挙手で、承認いたします。〇〇委員、入室をお願いします。 

（   〇〇委員入室   ） 

続きまして、議案第４１号、農地法第３条第２項第５号に定める別段の面積の見直し

について、お願いします。 

 

○事務局 

議案第４１号、農地法第３条第２項第５号に定める別段の面積の見直しについて。 

資料１をご覧下さい。前々回の委員会で、別段の面積について説明させて頂きました

が、再度説明します。一番上の表で東温市全体を見ますと、経営面積が１０a 以上４０a

未満の農家数につきましては、４１．４％で４０％を上回っています。旧村単位で見て

いきますと、南吉井村につきましては、経営面積１０ａ以上３０ａ未満の農家数につい

ては比率が４０．９％で４０％を上回っています。 

年末年始で地元から意見をお聞きになっている委員さんがおられましたら、お伺いし

て、来年度の別段面積を決定させて頂きたいと思います。よろしくお願いします。 

 

○議長（会長） 

只今、事務局から説明がありましたが、地元からご意見をお聞きしている委員さんが

おられましたら、ご披露をお願いします。昨年、東温市全域を５０ａから４０ａに変更

した経過があります。また、新しく農水においても、移住者に対して経営面積の緩和と

いう動きを認めていくというお話が出ております。 

（   地元意見   なし   ） 

 

とりあえず、東温市の農業委員会としては、昨年度定めた４０ａを継続してよろしい

でしょうか。 

（   意見 ・ 質問   なし   ） 

 

それでは、来年度も４０ａでしばらく様子を見させてもらえたらと思います。よろし

くお願いします。 

 

以上で、本日の議案は、全て終了しました。 


